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１ 検討に至る経過 

 (1) 菅谷議長からの議会改革の取組に関する諮問 

京都府議会では、開かれた議会や政策提案機能・監視機能の充実に向けた様々な議会

改革の取組を実施してきたところである。 

 

新型コロナウイルス感染症の拡大や近年頻発する大規模災害、また、デジタル技術や

ＩＣＴ化の進展などの社会の動きに対応するため、議会が果たす役割はますます重要に

なっているとともに、こうした議会が果たす役割を府民に的確に伝え、府議会に対する

理解を深めていく取組は欠かせないものとなっている。 

また、府民の信託を受けた議員としても、識見を持った活動を行うとともに、不断の

研鑽に努めなければならないものである。 

 

以上を踏まえ、令和３年７月５日、菅谷議長から議会運営委員会に対し、新たな議会

改革の課題として、次の４点について議会改革に関する諮問が行われた。 

  

① 感染症のまん延等の緊急事態や大規模災害の発生時において、府議会が二元代表

制の一翼を担う府の意思決定機関としての機能を効果的に発揮できる仕組みづくり

の検討 

② 議員力の向上を図り、審議の充実や効果的な政策提案を行うため、デジタル技術

やＩＣＴの活用促進を含めた、機動的かつ能動的な議会運営の検討  

③ 府の意思決定機関としての府議会の活動を府民にわかりやすく発信し、府議会へ

の理解を一層高めるため、現状の広報番組等の検証や新たなメディアの活用など、

効果的な広報広聴の実施の検討  

④ 府民への説明責任を果たすため、政務活動費の使途の一層の透明化・適正化に向

けた政務活動費制度のあり方の検討 

 

 (2) 令和３年度の検討経過 

（1）による菅谷議長の諮問を受け、令和３年度には以上の各諮問項目について以下

のとおり検討し、答申を行った。 

諮問項目 検討組織 答申（令和４年３月 14日） 

① 議会改革検討小委員会 

（令和３年７月６日設置） 

緊急事態における府議会の機

能発揮に関する検討結果 

①、②のうち「京都府議会

ＩＣＴ利活用推進・実施計

画」の進行に関すること 

議会改革検討小委員会作業

部会 

（令和３年７月６日設置） 

京都府議会ＩＣＴ利活用推

進・実施計画の進行に関する

検討結果 

③ 広報広聴会議 効果的な広報広聴の実施の検

討について検討結果報告書 

④ 理事調整会議 政務活動費制度の検討結果 
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 (3) 令和４年度の検討体制等 

令和４年５月 18 日、議会運営委員会に委員 12 名で構成する議会改革検討小委員会

（以下「小委員会」という。）を設置し、残された諮問項目である「②議員力の向上を

図り、審議の充実や効果的な政策提案を行うため、デジタル技術やＩＣＴの活用促進

を含めた、機動的かつ能動的な議会運営の検討」を行い、ここにその結果を報告する

ものである。 

 なお、小委員会に設置した作業部会においては、令和５年度から引き続き、諮問項

目①、②のうち「京都府議会ＩＣＴ利活用推進・実施計画の進行に関すること」を検討

しており、その結果については別途「京都府議会ＩＣＴ利活用推進・実施計画の進行

に関する検討結果（二次答申）」として報告する。 

 

 

２ 小委員会における検討経過 

 (1) 委員（１２名） 

  ○ 委員長 池田 正義（自民） 

  ○ 委 員（自民） 石田宗久、中島武文、宮下友紀子、青木義照、古林良崇 

       （共産） 光永敦彦、馬場紘平 

       （府民） 平井斉己、梶原英樹 

       （公明） 諸岡美津、小鍛治義広 

 

 (2) 検討の経過 

   以下のとおり、計８回にわたる検討を行い、この報告書を取りまとめたものである。 

 

R 4. 5.18   互 選 委員長の選任、今後の進め方等 

R 4. 6.21   第１回 令和４年度の検討の進め方 

R 4. 7.25   第２回 検討事項協議（１） 

R 4.10. 5   第３回 検討事項協議（２） 

R 4.12. 5   第４回 令和４年度の取組案（１） 

R 4.12.14   第５回 令和４年度の取組案（２） 

＜R 5.2.10 議員力向上研修の実施＞ 

R 5. 2.27   第６回 議員力向上研修の結果まとめ 

R 5. 2.28   第７回 答申案取りまとめ（１） 

   R 5. 3. 7   第８回 答申案取りまとめ（２） 

  

2



３ 検討結果 

(1) 近年の議会改革に係る検討結果を踏まえた議員力向上研修の実施 

議会改革に係るこれまでの議論において、平成 28 年度以降、議会運営に係る検討を

行い、以下の結論を得ているところである。 

① 本会議関係 

・ 本会議の質問質疑のあり方（代表質問のあり方及び定例会の開催回数）に関し

ては、現状の運営方法等を維持すべきである。（平成 29年３月答申） 

・ 定例会の会期のあり方、臨時会のあり方に関しては、臨時会の機動的な開催に

より執行機関に対するガバナンスの機能を果たしていることから、現時点では、

通年議会を導入する必要はない。(令和４年３月答申) 

② 常任委員会関係 

・ 常任委員会の委員会数、委員定数、設置期間、役員構成等に関しては、いずれ

も現状の運営方法等を維持すべきである。（平成 29年３月答申） 

・ 常任委員会は、議案の審議、請願の審査のほか、知事等が執行する施策・事務

事業の点検、監視、評価を行う上で、大変重要なことから、執行部への監視機能

を引き続き果たしていくため、現状どおりとしてはどうか。（平成 31年３月答申） 

③ 特別委員会関係 

・ 特別委員会の委員会数やテーマの設定、正副議長を除く全議員が参画している

現在のスキームは、府議会としてこれまで積み上げてきたものであり、現時点で

の必要な考え方がしっかりと織り込まれているため、現状どおりとする。（令和３

年３月答申） 

 

以上のように、「審議の充実や効果的な政策提案」に関する議会運営については、こ

れまでの議会改革の議論において、会派間で協議した上で、一定の結論を得ているとこ

ろである。 

こうしたことを踏まえ、令和４年度においては、更なる議会改革の検討を行うために

は、外部から新たな知見を得る必要があるとの考えに基づき、全議員を対象とした議員

力向上研修を次のとおり実施した。 
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  ○ 日 時 令和５年２月 10日（金） 午前 10時 30分～11時 50分 

  ○ テーマ 地方議会に係る第 33次地方制度調査会答申及び地方自治法の 

        改正、当面の重要な政策課題等について 

  ○ 講 師 全国都道府県議会議長会 青木 信之 事務総長 

  ○ 内 容 

    令和４年 12 月 28 日に内閣総理大臣に提出された第 33 次地方制度調査会の「多様

な人材が参画し住民に開かれた地方議会の実現に向けた対応方策に関する答申」（以

下「地制調答申」という。）の内容を中心に、議会の位置づけ等の明確化、本会議の

オンライン開催や議会に関連する手続のオンライン化、地方議会からの国への意見書

の活用・デジタル化、議会のハラスメントの防止など、地方議会に関する改革の状況

や課題についての講演を受けた。（詳細：別紙） 

 

 

 (2) 議員力向上研修を踏まえ、府議会が今後取り組むべき事項 

会派を超えて議員が一堂に会し、国の動き等を学ぶ今回の議員力向上研修は非常

に有意義であったため、今後も同様の研修を行ってはどうかと考える。 

また、この議員力向上研修を踏まえ、今後府議会が取り組むべき事項を以下に示す

ものである。 

 

① 京都府議会基本条例に基づく検証 

議会の位置づけ等の明確化については、三議長会（全国都道府県議会議長会、全国

市議会議長会、全国町村議会議長会）が国へ要請を行ってきており、地制調答申にお

いても、「議会の役割・責任、議員の職務等について、その重要性が改めて認識され

るよう、全ての議会や議員に共通する一般的な事項を地方自治法に規定することも考

えられる」とされ、国において地方自治法の改正案が取りまとめられたところである。 

府議会においては、平成 22年に制定した京都府議会基本条例（以下「議会基本条

例」という。）において、既に「議会の位置づけ等」を明文化し、議会・議員活動の基

本としている。 

議会基本条例については、「府民の期待や情報化等の社会の進展に応じた政策提

案・提言機能を一層高める取組の実施について（平成 30年３月答申）」において、定

期的（１期４年や２期８年ごと）に検証を行うこととされており、今回の地制調答申

に基づく地方自治法の改正を機に、審議の充実や効果的な政策提案など、議会基本条

例に規定されている府議会の権能や議員の役割が十分発揮されているか検証するこ

とが考えられる。 
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② 府民に開かれた議会のための取組等について 

地制調答申では「議会活動に対する住民の理解を深め、住民が議会に関心を持つよ

うにするための取組を進めていくことが必要」としており、その際のデジタル技術等

の活用の重要性についても記載されている。 

府議会では、コロナ禍においては出前高校生議会（高校生と府議会議員の意見交換

会）について、一部をオンラインで実施するなど、デジタル技術を活かした府民との

交流に取り組んでいる。 

また、情報発信については以前よりＳＮＳを活用しているほか、令和３年３月に策

定した「京都府議会ＩＣＴ利活用推進・実施計画」に基づき、試行的に委員会のペーパ

ーレス運営を行い、令和４年度より委員会資料を議会ＨＰに掲載するとともに、聴覚

バリアフリーの観点から、令和４年 12月定例会から代表・一般質問や総括質疑につい

て、リアルタイム字幕配信を開始するなど、新たな取組も行っている。 

進展するデジタル技術を効果的に活用し、府民との交流や府民への情報公開の充実

など、府民に開かれた議会のための取組を検討していくことが考えられる。 

なお、緊急事態においても議会を機能させていくためのデジタル技術の活用につい

ては、地方自治法の改正内容やこれまでの府議会のあり方についての議論、今年度の

作業部会における議論等を踏まえて検討していく必要があると考えられる。 
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令和３年７月５日

議会改革に関する諮問書

○ 京都府議会は、これまでから開かれた議会や政策提案機能・監
視機能の充実など様々な議会改革の取組を実施してきたところで
ある。

○ 今期前半の２年間においては、地域の課題や要望を府政に反映
するための議員力の向上や、執行機関に対する政策提言を行うた
めの議会・委員会運営のあり方の検討を行い、議会としての力を
高めてきたところであるが、これらの取組や成果を議会の機能の
さらなる強化に着実につなげていくことが求められる。

○ 昨年来の新型コロナウイルス感染症の拡大や近年頻発する大規
模災害、またデジタル技術やＩＣＴ化の進展などの社会の動きに
対応するため、議会が果たす役割はますます重要になっていると
ともに、こうした議会が果たす役割を府民に的確に伝え、府議会
に対する理解を深めていく取組も欠かせない。

○ さらには、府民の信託を受けた議員として、識見を持った活動
を行うとともに、不断の研鑽に努めなければならない。

以上の点から、議会改革の課題として、次の検討をお願いしたい。

１ 感染症のまん延等の緊急事態や大規模災害の発生時におい
て、府議会が二元代表制の一翼を担う府の意思決定機関として
の機能を効果的に発揮できる仕組みづくりの検討

２ 議員力の向上を図り、審議の充実や効果的な政策提案を行う
ため、デジタル技術やＩＣＴの活用促進を含めた、機動的かつ
能動的な議会運営の検討

３ 府の意思決定機関としての府議会の活動を府民にわかりやす
く発信し、府議会への理解を一層高めるため、現状の広報番組
等の検証や新たなメディアの活用など、効果的な広報広聴の実
施の検討

４ 府民への説明責任を果たすため、政務活動費の使途の一層の
透明化・適正化に向けた政務活動費制度のあり方の検討

資料１
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 資料２  
 

 
議会改革に関する検討組織の設置について 

 

 

 

１ 名  称 

  

  議会運営委員会議会改革検討小委員会 

 

２ 構 成 等 

 

 (1) 委員会は、委員 12 人をもって構成する。 

 (2) 委員は、議会運営委員長が指名する。 

 (3) 小委員長は、委員の互選により選出する。 

 (4) 小委員会は、議会運営委員会条例に規定する会派に属さない議員の出席を求める

ことができる。 

 

３ 作業部会 

 

 (1) 小委員会に、検討事項のうち「京都府議会ＩＣＴ利活用推進・実施計画」の進行

に関することについて検討するための作業部会を置く。 

 (2)  作業部会は、委員のうちから小委員長が指名する委員５人をもって構成する。 

  (3)  作業部会長は、作業部会に属する委員の互選により選出する。 

 

４ 運  営 

 

 (1) 公 開 傍聴については、議会運営委員会に準じる。なお、会議の概要をホーム

ページで公開する。 

 (2) 参考人 必要に応じ、学識経験者を参考人に招致し、意見を聴取する。 

 

５ 検討事項 

 

 (1) 感染症のまん延等の緊急事態や大規模災害の発生時において、府議会が二元代表

制の一翼を担う府の意思決定機関としての機能を効果的に発揮できる仕組みづく

りのうちＩＣＴの活用に関すること 

 (2) 議員力の向上を図り、審議の充実や効果的な政策提案を行うため、デジタル技術

やＩＣＴの活用促進を含めた、機動的かつ能動的な議会運営 
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